
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
吸引ノズルに装着される管状の採液チップが、装着前に定位置に有るか否かを検出する方
法において、定位置にあるとしたときの採液チップの軸線上に発光素子及び受光素子を対
向させて設置し、発光素子から発せられて受光素子に入る光エネルギー量によって検出す
ることを特徴とする採液チップ検出方法。
【請求項２】
採液チップの外周形状とほぼ相補する形状の貫通孔が設けられ光を遮断する材質からなる
ラックの貫通孔内を、吸引ノズルに装着される前の採液チップの定位置とする請求項１に
記載の採液チップ検出方法。
【請求項３】
貫通孔、発光素子及び受光素子が複数組設けられ、それぞれの発光素子と貫通孔との間及
び受光素子と貫通孔との間に、所定範囲の波長の光のみ透過させるフィルタが配置され、
且つ隣り合うフィルタは互いに光の透過帯域が異なる請求項２に記載の採液チップ検出方
法。
【請求項４】
貫通孔、発光素子及び受光素子が複数組設けられ、隣り合う発光素子から発せられる光が
、互いに異なる変調方式又は変調度で変調され、受光素子にそれぞれの変調に対応した復
調回路が接続している請求項２に記載の採液チップ検出方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、採液チップが定位置に有るか否かを検出する方法に属する。特に採血管、採
尿管等の検液容器から、分析に必要な所定量の検液を採取するチップの検出方法に適する
。
【０００２】
【従来の技術】
血液、尿等の液体を化学分析するためには、液体を定量的に採取する必要がある。その一
般的な採取方法は、図４に示すように吸引ノズル２の先端に付けられた採液チップ１を検
液の入った容器３に浸漬し、吸引ポンプ（図示省略）で吸引するというものである。採液
チップは、検液を吸引できるように、上下方向に貫通した管状をなしている。そして、多
数の検液もしくは測定項目を短時間で分析するために、分析装置内のラックに複数本並べ
て収納され、使用時に自動機構によりノズル先端に装着され、バイオハザードの観点から
使い捨てにされる。このような方法において、採液チップを自動機構によりノズル先端に
装着することは、操作性及び効率の点で望ましい。
【０００３】
ただし、チップのラックへのセット忘れ、セット漏れ、ラック内の複数本のチップのうち
一部だけ使用した後に測定終了して翌日残りのチップで測定するときなどに起因して、吸
引ノズル先端に採液チップを付けること無く、吸引ノズルで直接検液を吸引した場合、吸
引ノズルの詰まり、検液による分析装置の汚染、異なる検液との混濁等の問題を生じる。
従って、吸引ノズルの先端に採液チップが装着されていることの確認は、重要である。
【０００４】
この確認方法として、図５に示すように、チップの外周側面に光をあて反射光を検出する
（図５ (a)）、チップがセットされるときにチップと当たって揺動する機械的接点をラッ
ク内に設けておき、機械的接点の揺動に伴う信号を検出する（図５ (b)）、などが知られ
ている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記従来の確認方法では、チップを配置するためだけの面積の他に、光源や機械
的接点等の検出機構が占有するための平面積を必要とし、分析装置全体の平面積が大きく
なる。
【０００６】
それ故、この発明の目的は、採液チップ検出機構の平面積が小さくてすむ採液チップ検出
方法を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
その目的を達成するために、この発明の採液チップ検出方法は、
吸引ノズルに装着される管状の採液チップが、装着前に定位置に有るか否かを検出する方
法において、定位置にあるとしたときの採液チップの軸線上に発光素子及び受光素子を対
向させて設置し、発光素子から発せられて受光素子に入る光エネルギー量によって検出す
ることを特徴とする。
【０００８】
この発明において、検出機構として別途に設ける必要があるのは、発光素子及び受光素子
であるが、それら素子を採液チップの軸線上に設置しているので、平面的にはそれら素子
の設置に伴って占有面積が拡大することはない。そして、採液チップが定位置にないとき
は、発光素子から発せられる光は受光素子に入るが、採液チップが定位置にあるときは、
光の一部が採液チップに吸収される。従って、採液チップが定位置にあるときと無いとき
とで、受光素子に入る光エネルギー量が異なり、そのエネルギー差を電気信号等の出力に
変換することで、採液チップの有無を検出することができる。
【０００９】
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【発明の実施の形態】
この発明において、発光素子とは、例えば発光ダイオードで、受光素子とは、例えばフォ
トトランジスタである。
【００１０】
この発明の第１の実施形態は、採液チップの外周形状とほぼ相補する形状の貫通孔が設け
られ光を遮断する材質からなるラックの貫通孔内を、吸引ノズルに装着される前の採液チ
ップの定位置とするものである。このようにすれば、発光素子から発する光エネルギー、
貫通孔の内径及び採液チップの内径が一定であるから、採液チップが有るときと無いとき
の入光エネルギー比を算出することができ、電気回路の設計が容易となる。
【００１１】
さらに、複数項目又は複数検液を複数の採液チップで連続して採取して分析するために、
通常１つのラックに貫通孔が多数設けられ、複数本の採液チップが収納される。そんなと
き、各貫通孔に対応して発光素子及び受光素子を複数組設け、それぞれの発光素子と貫通
孔との間及び受光素子と貫通孔との間に、所定範囲の波長の光のみ透過させるフィルタを
配置し、且つ隣り合うフィルタは互いに光の透過帯域が異なるものとすれば、隣り合う発
光素子から発せられる光の相互干渉を防ぐことができ、正確に検出することができる。
【００１２】
また、上記のようにフィルタを配置する手段に代えて、隣り合う発光素子から発せられる
光を、互いに異なる変調方式又は変調度で変調し、受光素子にそれぞれの変調に対応した
復調回路を接続しても同様に光の相互干渉を防ぐことができる。
【００１３】
【実施例】
－実施例１－
この発明の採液チップ検出方法の第１の実施例を図面とともに説明する。図１は、採液チ
ップの定位置、発光素子及び受光素子の位置関係を示す軸方向断面図であり、図１ (a)は
採液チップが定位置に有るときの状態、図１ (b)は採液チップが定位置に無いときの状態
をあらわす。
【００１４】
図中、採液チップ１は、着色された半透明樹脂材料からなり、吸引ノズルに装着される側
の外径３～５ｍｍ程度の大径部と検液を採取する側の外径１ｍｍ前後の小径部とが連なっ
た径違い管形状をなしている。採液チップ１を吸引ノズル２に装着した後、検液を採取す
る方法は、図４とともに説明した従来技術と同様である。
【００１５】
採液チップ１は、吸引ノズルに装着される前は、不透明樹脂材料からなるラック４の貫通
孔４１に小径部を下にして鉛直方向に収納されている。貫通孔４１は、採液チップ１の外
周形状とほぼ相補する形状をなす。従って、採液チップ１が貫通孔４１に収納されている
とき、採液チップ１の軸線は貫通孔４１のそれと一致する。そして、採液チップ１は、貫
通孔４１内を、吸引ノズル２に装着される前の定位置とする。
【００１６】
貫通孔４１の下側開口面４２に接近して発光素子としての発光ダイオード５、同じく上側
開口面に接近して受光素子としてのフォトトランジスタ６が、その中心線を貫通孔４１の
軸線に合わせて設置されている。
【００１７】
発光ダイオード５の発光面積は、貫通孔の下側開口面４２のそれと同等か又はより広く、
且つ両者は充分接近している。従って、下側開口面４２の面積を拡散光源面と近似するこ
とができ、この実施例では、採液チップ１が貫通孔４１に収納されているか否かを、以下
のように判別する。
【００１８】
採液チップ１が貫通孔４１に収納されていない状態（図１ (b)）における受光素子６への
入光エネルギーＦｓ１は、
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Ｆｓ１≒Ｆ１×ω１／２π
ただし、Ｆ１：発光ダイオード５から発する光エネルギー
ω１：貫通孔４１の下側開口面４２から見たフォトトランジスタ６の受光面６１の立体角
で示される。
【００１９】
一方、採液チップ１が収納されている状態（図１ (a)）における受光素子への入光エネル
ギーＦｓ２は、
Ｆｓ２≒Ｆ１×（ω２／２π＋η×ω３／２π）
ただし、ω２：採液チップ１の下側開口面１１から見たフォトトランジスタ６の受光面６
１の立体角
ω３：貫通孔４１の下側開口面４２と採液チップ１の下側開口面１１との間隙４３から見
たフォトトランジスタ６の受光面６１の立体角
η　：発光ダイオード５側からみた採液チップ１材料にあてられる光の平均透過率
で示される。
【００２０】
平均透過率ηが充分小さいとき、近似的にＦｓ２は、
Ｆｓ２≒Ｆ１×ω２／２π
となるから、採液チップ１が貫通孔４１内に有るときと無いときの入光エネルギー比は、
Ｆｓ２／Ｆｓ１≒ω２／ω１
のように立体角の比で示される。よって、そのエネルギー差を電気信号等の出力に変換す
ることで、採液チップの有無を検出することができる。
【００２１】
この実施例において、検出機構として別途に設ける必要があるのは、発光ダイオード５及
びフォトトランジスタ６であるが、それら素子を貫通孔４１の軸線上に設置しているので
、平面的にはそれら素子の設置に伴って占有面積が拡大することはない。
【００２２】
－実施例２－
バイオハザードのために採液チップは使い捨てにされる。従って、複数の測定項目又は複
数の検液を連続して分析できるように、１つのラックに貫通孔が多数設けられ、複数本の
採液チップが収納されることがある。そんなとき、複数本の採液チップの有無を同時検出
するために、実施例１の検出機構を複数並置するだけでは、隣の発光素子から洩れる光に
よって受光素子が誤動作する可能性がある。
【００２３】
この発明の第２の実施例は、複数の採液チップの定位置を接近させても誤検出しない構成
例を示すものである。この実施例の検出機構は、図２に示される。図中、検出機構の基本
構造は図１と同一である。
【００２４】
ただし、１つのラック４に貫通孔４１が複数設けられ、それに対応して発光ダイオード５
及びフォトトランジスタ６が複数組設けられている点で、図１と異なる。そして、それぞ
れの発光ダイオード５と貫通孔４１との間及びフォトトランジスタ６と貫通孔４１との間
に、所定範囲の波長の光のみ透過させるフィルタ７、７、８、８が配置されている。上下
のフィルタ７、７の透過帯域は同じであるが、隣り合うフィルタ７、８は互いに透過帯域
が異なるように、フィルタの種類が選択されている。例えば図面左側のフィルタ７、７と
して透過帯域６１０ｎｍのものを配置し、右側のフィルタ８、８として透過帯域８２０ｎ
ｍのものを配置すると言った具合である。
【００２５】
検出方法は、実施例１と同様に入光エネルギー差に基づくが、この例によれば、左右のフ
ィルタの透過帯域が異なるので、隣の発光ダイオードから発せられる光がフォトトランジ
スタに入射することはない。従って、隣り合う発光ダイオードから発せられる光の相互干
渉を防ぐことができ、複数の採液チップの定位置が接近していても正確に検出することが

10

20

30

40

50

(4) JP 3677570 B2 2005.8.3



できる。その結果、分析装置を小型化することができる。
【００２６】
－実施例３－
この例も実施例２と同じく、１つのラックに複数本の採液チップが収納されているときに
、それらの有無を同時検出する方法である。この例では、図２のフィルタに代えて、各発
光ダイオード５及び各フォトトランジスタ６にそれぞれ変調回路及び復調回路が接続され
ている。そして、隣り合う発光ダイオード５から発せられる光は、互いに異なる変調方式
又は変調度で変調され、フォトトランジスタ６で受光した後、それぞれの変調に対応して
復調され、検出信号として取り出される。例えば、図面左側の発光ダイオード５から発せ
られる光は１ｋ Hz、右側の発光ダイオード５から発せられる光は５ｋ Hzに周波数変調がな
されている。このようにしても実施例２と同様に光の相互干渉を防ぐことができる。
【００２７】
【発明の効果】
以上のように、この発明の採液チップ検出方法によれば、検出機構のために特別に占有面
積を拡大する必要がないので、卓上型分析装置における採液チップ欠落防止のために有用
である。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例１の採液チップ検出方法に用いられる検出機構を示す断面図である。
【図２】実施例１の採液チップ検出方法に用いられる検出機構を示す断面図である。
【図３】実施例１の採液チップ検出方法に用いられる検出機構を示す回路図である。
【図４】採液チップによって検液が採取されるところを示す説明図である。
【図５】従来の採液チップ検出方法に用いられる検出機構を説明する図である。
【符号の説明】
１　採液チップ
２　吸引ノズル
３　容器
４　ラック
４１　貫通孔
５　発光ダイオード（発光素子）
６　フォトトランジスタ（受光素子）
７，８　フィルタ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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